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電気通信事業会計規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令 新旧対照条文 

 

○電気通信事業会計規則（昭和 60 年総務省令第 26 号） 

 
改  正  案 現   行 

別表第一（第５条、第６条及び第 15 条関係） 

勘  定  科  目  表 

資           産 

（略） 

 

負           債 

（略） 

 

純     資     産 

（略） 

 

費           用 

営   業   費   用 

（略） 

 

営  業  外  費  用 

（略） 

 

特   別   損   失 

科        目 備                考 

固定資産売損 

減損損失 

（削る） 

臨時損失 

固定資産除却損 

 

（何） 

固定資産の売却差損 

固定資産の評価差損 

 

災害その他特別な事由による臨時損失 

固定資産の除却損及び撤去費用（毎事業年度経常的に発

生するものを除く。） 

 

 

法人税、住民税及び事業税 

別表第一（第５条、第６条及び第 15 条関係） 

勘  定  科  目  表 

資           産 

（略） 

 

負           債 

（略） 

 

純     資     産 

（略） 

 

費           用 

営   業   費   用 

（略） 

 

営  業  外  費  用 

（略） 

 

特   別   損   失 

科        目 備                考 

固定資産売損 

減損損失 

前期損益修正損 

臨時損失 

固定資産除却損 

 

（何） 

固定資産の売却差損 

固定資産の評価差損 

前期以前の損益の修正損 

災害その他特別な事由による臨時損失 

固定資産の除却損及び撤去費用（毎事業年度経常的に発

生するものを除く。） 

 

 

法人税、住民税及び事業税 
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改  正  案 現   行 

（略） 

 

収        益 

営 業 収 益 

（略） 

 

営 業 外 収 益 

（略） 

 

特 別 利 益 

科        目 備                考 

固定資産売却益 

（削る） 

負ののれん発生益 

（何） 

固定資産の売却差益 

 

負ののれんの発生益 

（注）第 15 条第１項に規定する基準は次のとおりとする。 

電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準に

よつてそれぞれの事業に配賦する。 

共 通 費 関連する固定資産価額（取得原価をいう。管理費、試験研究費及

び研究費償却について同じ。）比又は管理・共通部門以外の部門の

人件費比若しくは支出額比 

管 理 費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若し

くは支出額比 

試 験 研 究 費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比 

研 究 費 償 却 同上 

減 価 償 却 費 関連する固定資産価額（帳簿価額をいう。以下この別表において

同じ。）比 

固定資産除却費 関連する固定資産価額比 

租 税 公 課 

固定資産税等 関連する固定資産価額比 

事 業 所 税 管理部門等の人件費比 

（略） 

 

収        益 

営 業 収 益 

（略） 

 

営 業 外 収 益 

（略） 

 

特 別 利 益 

科        目 備                考 

固定資産売却益 

前期損益修正益 

負ののれん発生益 

（何） 

固定資産の売却差益 

償却済債権の取立額その他前期以前の損益の修正益 

負ののれんの発生益 

（注）第 15 条第１項に規定する基準は次のとおりとする。 

電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準に

よつてそれぞれの事業に配賦する。 

共 通 費 関連する固定資産価額（取得原価をいう。管理費、試験研究費及

び研究費償却について同じ。）比又は管理・共通部門以外の部門の

人件費比若しくは支出額比 

管 理 費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若し

くは支出額比 

試 験 研 究 費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比 

研 究 費 償 却 同上 

減 価 償 却 費 関連する固定資産価額（帳簿価額をいう。以下この別表において

同じ。）比 

固定資産除却費 関連する固定資産価額比 

租 税 公 課 

固定資産税等 関連する固定資産価額比 

事 業 所 税 管理部門等の人件費比 

別表第二（第５条、第６条及び第 15 条関係） 

 

別表第二（第５条、第６条及び第 15 条関係） 

 



3 

改  正  案 現   行 

様式第１（略） 様式第１（略） 
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改  正  案 現   行 

様式第２ 

損 益 計 算 書 

  事業者名         

年  月  日から 

年  月  日まで 

（単位 円） 

Ⅰ 電気通信事業営業損益 

 (1) 営業収益 

  １ ・・・・・・                  ×××   ×××      

 (2) 営業費用 

  １ 営業費                     ××× 

  ２ 運用費                     ××× 

  ３ 施設保全費                   ××× 

  ４ 共通費                     ××× 

  ５ 管理費                     ××× 

  ６ 試験研究費                   ××× 

  ７ 研究費償却                   ×××                          

  ８ 減価償却費                   ××× 

  ９ 固定資産除却費                 ××× 

  10 通信設備使用料                 ××× 

  11 租税公課                    ×××   ××× 

   電気通信事業営業利益                     ××× 

（又は電気通信事業営業損失） 

Ⅱ （何）業営業損益 

 (1) 営業収益 

  １ ・・・・・・                  ×××   ××× 

 (2) 営業費用 

  １ ・・・・・・                  ×××   ××× 

   （何）業営業利益                       ××× 

（又は（何）業営業損失）                  

   営業利益（又は営業損失）                   ××× 

Ⅲ 営業外収益 

 １ 受取利息                     ××× 

 ２ 有価証券利息                   ××× 

 ３ 受取配当金                    ××× 

 ４ 有価証券売却益                  ××× 

様式第２ 

損 益 計 算 書 

  事業者名         

年  月  日から 

年  月  日まで 

（単位 円） 

Ⅰ 電気通信事業営業損益 

 (1) 営業収益 

  １ ・・・・・・                  ×××   ×××      

 (2) 営業費用 

  １ 営業費                     ××× 

  ２ 運用費                     ××× 

  ３ 施設保全費                   ××× 

  ４ 共通費                     ××× 

  ５ 管理費                     ××× 

  ６ 試験研究費                   ××× 

  ７ 研究費償却                   ×××                          

  ８ 減価償却費                   ××× 

  ９ 固定資産除却費                 ××× 

  10 通信設備使用料                 ××× 

  11 租税公課                    ×××   ××× 

   電気通信事業営業利益                     ××× 

（又は電気通信事業営業損失） 

Ⅱ （何）業営業損益 

 (1) 営業収益 

  １ ・・・・・・                  ×××   ××× 

 (2) 営業費用 

  １ ・・・・・・                  ×××   ××× 

   （何）業営業利益                       ××× 

（又は（何）業営業損失）                  

   営業利益（又は営業損失）                   ××× 

Ⅲ 営業外収益 

 １ 受取利息                     ××× 

 ２ 有価証券利息                   ××× 

 ３ 受取配当金                    ××× 

 ４ 有価証券売却益                  ××× 
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改  正  案 現   行 

 ５ 雑収入                      ×××   ××× 

Ⅳ 営業外費用 

 １ 支払利息                     ××× 

 ２ 社債利息                     ×××                           

 ３ 社債発行費等償却                 ××× 

 ４ 株式交付費償却                  ××× 

 ５ 創立費償却                    ××× 

 ６ 開業費償却                    ××× 

 ７ 開発費償却                    ××× 

 ８ 有価証券売却損                  ××× 

 ９ 有価証券評価損                  ××× 

 10 雑支出                      ×××   ××× 

  経常利益（又は経常損失）                    ×××   

Ⅴ 特別利益 

 １ 固定資産売却益                  ××× 

 （削る） 

 ２ 負ののれん発生益                 ××× 

３ ・・・・・・                   ×××   ×××   

Ⅵ 特別損失 

 １ 固定資産売却損                  ××× 

 （削る） 

 ２ 減損損失                     ××× 

 ３ 臨時損失                     ××× 

 ４ 固定資産除却損                  ××× 

 ５ ・・・・・・                   ×××   ××× 

  税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）            ××× 

  法人税、住民税及び事業税                    ××× 

  法人税等調整額                         ××× 

  当期純利益（又は当期純損失）                  ××× 

 

（記載上の注意） 

 １～13 （略） 

 ５ 雑収入                      ×××   ××× 

Ⅳ 営業外費用 

 １ 支払利息                     ××× 

 ２ 社債利息                     ×××                           

 ３ 社債発行費等償却                 ××× 

 ４ 株式交付費償却                  ××× 

 ５ 創立費償却                    ××× 

 ６ 開業費償却                    ××× 

 ７ 開発費償却                    ××× 

 ８ 有価証券売却損                  ××× 

 ９ 有価証券評価損                  ××× 

 10 雑支出                      ×××   ××× 

  経常利益（又は経常損失）                    ×××   

Ⅴ 特別利益 

 １ 固定資産売却益                  ××× 

 ２ 前期損益修正益                  ××× 

 ３ 負ののれん発生益                 ××× 

４ ・・・・・・                   ×××   ×××   

Ⅵ 特別損失 

 １ 固定資産売却損                  ××× 

 ２ 前期損益修正損                  ××× 

 ３ 減損損失                     ××× 

 ４ 臨時損失                     ××× 

 ５ 固定資産除却損                  ××× 

 ６ ・・・・・・                   ×××   ××× 

  税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）            ××× 

  法人税、住民税及び事業税                    ××× 

  法人税等調整額                         ××× 

  当期純利益（又は当期純損失）                  ××× 

 

（記載上の注意） 

 １～13 （略） 

 
現  行 

様式第３ 

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 



6 

  事業者名         

 

  年  月  日から   年  月  日まで                                                              （単位 円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約権 

純資産 

合計 資本金 

新株式 

申込 

証拠金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

自己 

株式 

申込 

証拠金 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

土地 

再評価 

差額金 

評価・ 

換算 

差額等 

合計 

資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 

×× 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

前期末残高                   

当期変動額                   

 新株の発行                   

 剰余金の配当                   

 当期純利益                   

 自己株式の処分                   

 ・・・・・・・・                   

 株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
                  

 当期変動額合計                   

当期末残高                   

（記載上の注意） 

１ この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 

２ 株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとに記載すること。変動事由及び金額の記載は、おおむね貸借対照表における記載の順序によること。 

３ 株主資本以外の項目について、当期変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、おおむね貸借対照表における記載の順序によること。 

４ その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を

注記すること。 

５ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を

注記すること。 

６ 資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

７ 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、１株当たり配当額、基準日及び効力発生日を付記すること。 

８ 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとに配当財産の種類並びに配当財産の帳簿価額、１株当たり配当額、基準日及び効力発生日を付記すること。 

９ 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものについては、配当の原資及び第７号又は第８号に準ずる事項を付記すること。 

10 用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

改 正 案 
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様式第３ 

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

  事業者名         

 

  年  月  日から   年  月  日まで                                                              （単位 円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約権 

純資産 

合計 資本金 

新株式 

申込 

証拠金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

自己 

株式 

申込 

証拠金 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

土地 

再評価 

差額金 

評価・ 

換算 

差額等 

合計 

資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 

×× 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高                   

当期変動額                   

 新株の発行                   

 剰余金の配当                   

 当期純利益                   

 自己株式の処分                   

 ・・・・・・・・                   

 株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
                  

 当期変動額合計                   

当期末残高                   

（記載上の注意） 

１ この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 

２ 株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとに記載すること。変動事由及び金額の記載は、おおむね貸借対照表における記載の順序によること。 

３ 株主資本以外の項目について、当期変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、おおむね貸借対照表における記載の順序によること。 

４ その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注

記すること。 

５ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注

記すること。 

６ 資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

７ 当期首残高は、遡及適用又は誤謬
ごびゆう

の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額を記載すること。 

８ 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、１株当たり配当額、基準日及び効力発生日を付記すること。 

９ 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとに配当財産の種類並びに配当財産の帳簿価額、１株当たり配当額、基準日及び効力発生日を付記すること。 

10 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものについては、配当の原資及び第７号又は第８号に準ずる事項を付記すること。 

11 用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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改  正  案 現   行 

様式第４ 

個 別 注 記 表  

  事業者名         

 年  月  日から  

年  月  日まで 

 

１ 継続企業の前提に関する注記 

２ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

３ 会計方針の変更に関する注記 

４ 表示方法の変更に関する注記 

５ 会計上の見積りの変更に関する注記 

６ 誤謬
ごびゆう

の訂正に関する注記 

７ 貸借対照表に関する注記 

８ 損益計算書に関する注記 

９  株主資本等変動計算書に関する注記 

10 税効果会計に関する注記 

11 リースにより使用する固定資産に関する注記 

12 金融商品に関する注記 

13 賃貸等不動産に関する注記 

14 持分法損益等に関する注記 

15 関連当事者との取引に関する注記 

16 １株当たり情報に関する注記 

17 重要な後発事象に関する注記 

18 連結配当規制適用会社に関する注記 

19 資産除去債務に関する注記 

20 その他の注記 

 

（記載上の注意） 

１  次に掲げる注記表には、次に掲げる事項の記載を省略することができる。 

(1) 会計監査人設置会社（会社法第２条第 11 号に規定する会社をいう。以下同じ。）以

外の株式会社（公開会社（会社法第２条第５号に規定する会社をいう。以下同じ。）を

除く。）の個別注記表 １、５、７、８及び 10から 18までに掲げる事項 

(2) 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 １、５、14及び 18に掲げる事項 

(3) 会計監査人設置会社であつて、会社法第 444条第３項に規定するもの以外の株式会社

の個別注記表 14に掲げる事項 

(4) 持分会社（会社法第 575条第１項に規定する会社をいう。）の個別注記表 １、５及

様式第４ 

個 別 注 記 表  

  事業者名         

 年  月  日から  

年  月  日まで 

 

１ 継続企業の前提に関する注記 

２ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

３ 貸借対照表に関する注記 

４ 損益計算書に関する注記 

５  株主資本等変動計算書に関する注記 

６ 税効果会計に関する注記 

７ リースにより使用する固定資産に関する注記 

８ 金融商品に関する注記 

９ 賃貸等不動産に関する注記 

10 持分法損益等に関する注記 

11 関連当事者との取引に関する注記 

12 １株当たり情報に関する注記 

13 重要な後発事象に関する注記 

14 連結配当規制適用会社に関する注記 

15 資産除去債務に関する注記 

16 その他の注記 

 

（記載上の注意） 

１  次に掲げる注記表には、次に掲げる事項の記載を省略することができる。 

(1) 会計監査人設置会社（会社法第２条第 11 号に規定する会社をいう。以下同じ。）以

外の株式会社（公開会社（会社法第２条第５号に規定する会社をいう。以下同じ。）を

除く。）の個別注記表 １、３、４及び６から 14までに掲げる事項 

(2) 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 １、10及び 14に掲げる事項 

(3) 会計監査人設置会社であつて、会社法第 444条第３項に規定するもの以外の株式会社

の個別注記表 10に掲げる事項 

(4) 持分会社（会社法第 575条第１項に規定する会社をいう。）の個別注記表 個別注記
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改  正  案 現   行 

び７から 18までに掲げる事項 

２・３ （略） 

４  重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成に当たつて採用する会

計処理の原則及び手続（以下「会計方針」という。）に関する次に掲げる事項（重要

性の乏しいものを除く。）とする。 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

(3) 引当金の計上基準 

(4) 収益及び費用の計上基準 

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（削る） 

 

 

 

５ 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公

正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項（重要性の乏しいも

のを除く。）とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあつて

は、(4)イ及びウに掲げる事項を省略することができる。 

(1) 当該会計方針の変更の内容 

(2) 当該会計方針の変更の理由 

(3) 遡及適用（新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類に遡

つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。）をした場合には、

当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 

(4) 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合

には、次に掲げる事項（当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更（新たに入手可能

となつた情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類の作成に当たつ

てした会計上の見積り（計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合におい

て、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定するこ

とをいう。以下同じ。）を変更することをいう。以下同じ。）と区別することが困難な

ときは、イに掲げる事項を除く。） 

ア 計算書類の主な項目に対する影響額 

イ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理

由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期 

ウ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及

ぼす可能性がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切である

ときは、当該事項 

６ 表示方法（計算書類の作成に当たつて採用する表示の方法をいう。以下同じ。）の変

表１及び３から 14までに掲げる事項 

２・３ （略） 

４  重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成のために採用している

会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項

であつて、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

(3) 引当金の計上基準 

(4) 収益及び費用の計上基準 

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(6) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

ア 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更

が計算書類に与えている影響の内容 

イ 表示方法を変更したときは、その内容 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  案 現   行 

更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認めら

れる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）と

する。 

(1) 当該表示方法の変更の内容 

(2) 当該表示方法の変更の理由 

７ 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に

掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

(1) 当該会計上の見積りの変更の内容 

(2) 当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額 

(3) 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響

を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項 

８ 誤謬
ごびゆう

の訂正（当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類における誤謬
ごびゆう

（意図的であ

るかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は

誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。）を訂正したと仮定して計算書

類を作成することをいう。）に関する注記は、誤謬
ごびゆう

の訂正をした場合における次に掲げる

事項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

(1) 当該誤謬
ごびゆう

の内容 

(2) 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 

９～18 （略） 

19 １株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 

(1) １株当たりの純資産額 

(2) １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 

(3) 株式会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の

分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮

定して(1)及び(2)に掲げる額を算定したときは、その旨 

20～22 （略） 

23  その他の注記は、３から 22 までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び

株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要

な事項とする。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

５～14 （略）  

15 １株当たり情報に関する注記は、１株当たりの次に掲げる額とする。 

(1) 純資産額 

(2) 当期純利益又は当期純損失 

 

 

 

16～18 （略） 

19  その他の注記は、３から 18 までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び

株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要

な事項とする。 

様式５・６ （略） 

 

様式５・６ （略） 
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改  正  案 現   行 

様式第７ 

有 価 証 券 明 細 表  

   

（略） 

 

（記載上の注意） 

 １ （略） 

 ２ 流動資産に計上した有価証券と投資有価証券を区分し、さらに売買目的有価証券、

満期保有目的の債券（満期まで所有する意図をもつて保有する債券（満期まで所有す

る意図をもつて取得したものに限る。）をいう。以下同じ。）及びその他有価証券（売

買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価

証券をいう。）に区分して記載すること。 

３～10 （略）  

様式第７ 

有 価 証 券 明 細 表  

   

（略） 

 

（記載上の注意） 

 １ （略） 

 ２ 流動資産に計上した有価証券と投資有価証券を区分し、さらに売買目的有価証券、

満期保有目的の債券（満期まで所有する意図をもつて保有する債券をいう。以下同じ。）

及びその他有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び

関連会社株式以外の有価証券をいう。）に区分して記載すること。 

 

 ３～10 （略）  

様式第８ （略） 様式第８ （略） 

 

 

 

 
改  正  案 現   行 

様式第９ 

借 入 金 等 明 細 表 

事業者名         

年  月  日から 

年  月  日まで 

                                 （単位 円） 

長期借入金 

借 入 先 期首

残高 

当期増加

額 

当期減少

額 

期末

残高 

摘要 

      

      

計      

短期借入金 

借 入 先 期首

残高 

当 期 増 減 額 期末

残高 

摘要 

     

様式第９ 

借 入 金 等 明 細 表 

事業者名         

年  月  日から 

年  月  日まで 

                                 （単位 円） 

長期借入金 

借 入 先 期首

残高 

当期増加

額 

当期減少

額 

期末

残高 

摘要 

      

      

計      

短期借入金 

借 入 先 期首

残高 

当 期 増 減 額 期末

残高 

摘要 
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改  正  案 現   行 

     

１年以内に

期限到来の

長期借入金 

    

計     

リース債務（１

年以内に期限到

来のものを除

く。） 

 期 首 残 高 期 末 残 高 摘要 

   

   

計    

１年以内に期限

到来のリース債

務 

 期 首 残 高 期 末 残 高 摘要 

   

   

計    

 

その他 

有利子負債 

種 類 期 首 残 高 期 末 残 高 摘要 

    

    

計    

（記載上の注意） 

 １～10 （略） 

11 当該事業年度期首及び当該事業年度末における長期借入金、短期借入金、リース債

務及びその他有利子負債の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債

及び純資産の合計額の 100 分の１以下である場合には、本明細表の作成を省略するこ

とができる。 

 12 （略） 

     

１年以内に

期限到来の

長期借入金 

    

計     

リース債務（１

年以内に期限到

来のものを除

く。） 

 期 首 残 高 期 末 残 高 摘要 

   

   

計    

１年以内に期限

到来のリース債

務 

 期 首 残 高 期 末 残 高 摘要 

   

   

計    

 

その他 

有利子負債 

種 類 期 首 残 高 期 末 残 高 摘要 

    

    

計    

（記載上の注意） 

 １～10 （略） 

 11 当該事業年度末及び直前事業年度末における長期借入金、短期借入金、リース債務

及びその他有利子負債の金額が当該各事業年度末における負債及び純資産の合計額の

100 分の１以下である場合には、本明細表の作成を省略することができる。 

 

 12 （略） 

様式第 10 （略） 様式第 10 （略） 
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改  正  案 現   行 

様式第 11 

資 産 除 去 債 務 明 細 表 

  事業者名         

年  月  日から 

年  月  日まで 

                                 （単位 円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

     

     

     

 

（記載上の注意） 

１ 貸借対照表に計上されている期首及び期末の資産除去債務について、当該資産除去

債務に係る法的規制等の種類ごとの区分により記載すること。 

２ 当該事業年度期首及び当該事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度

期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の 100 分の１以下である場

合には、本明細表の作成を省略することができる。 

３ （略） 

 

様式第 11 

資 産 除 去 債 務 明 細 表  

  事業者名         

年  月  日から 

年  月  日まで 

                                 （単位 円） 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

     

     

     

 

（記載上の注意） 

１ 貸借対照表に計上されている前期末及び期末の資産除去債務について、当該資産除

去債務に係る法的規制等の種類ごとの区分により記載すること。 

２ 当該事業年度末及び直前事業年度末における資産除去債務の金額が当該各事業年度

末における負債及び純資産の合計額の 100 分の１以下である場合には、本明細表の作

成を省略することができる。 

３ （略） 

 

様式第 12～18 （略） 

 

様式第 12～18 （略） 
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○第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成 23 年総務省令第 24 号） 

 
改  正  案 現   行 

別表第一（第５条及び第６条関係） 

 

個 別 注 記 表  

  事業者名         

 年  月  日から  

年  月  日まで 

 

１ 継続企業の前提に関する注記 

２ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

３ 会計方針の変更に関する注記 

４ 表示方法の変更に関する注記 

５ 会計上の見積りの変更に関する注記 

６ 誤謬
ごびゆう

の訂正に関する注記 

７ 貸借対照表に関する注記 

８ 損益計算書に関する注記 

９ 税効果会計に関する注記 

10 リースにより使用する固定資産に関する注記 

11 金融商品に関する注記 

12 賃貸等不動産に関する注記 

13 持分法損益等に関する注記 

14 関連当事者との取引に関する注記 

15 重要な後発事象に関する注記 

16 連結配当規制適用会社に関する注記 

17 資産除去債務に関する注記 

18 その他の注記 

 

（記載上の注意） 

１  次に掲げる注記表には、次に掲げる事項の記載を省略することができる。 

(1) 会計監査人設置会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第 11 号に規定する会

社をいう。以下同じ。）以外の株式会社（公開会社（会社法第２条第５号に規定する会

社をいう。以下同じ。）を除く。）又は持分会社（会社法第 575条第１項に規定する会

社をいう。）の個別注記表 １、５及び７から 16までに掲げる事項 

(2) 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 １、５、13及び 16に掲げる事項 

(3) 会計監査人設置会社であって、会社法第 444条第３項に規定するもの以外の株式会社

の個別注記表 13に掲げる事項 

別表第一（第５条及び第６条関係） 

 

個 別 注 記 表 

  事業者名         

 年  月  日から  

年  月  日まで 

 

１ 継続企業の前提に関する注記 

２ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

３ 貸借対照表に関する注記 

４ 損益計算書に関する注記 

５ 税効果会計に関する注記 

６ リースにより使用する固定資産に関する注記 

７ 金融商品に関する注記 

８ 賃貸等不動産に関する注記 

９ 持分法損益等に関する注記 

10 関連当事者との取引に関する注記 

11 重要な後発事象に関する注記 

12 連結配当規制適用会社に関する注記 

13 資産除去債務に関する注記 

14 その他の注記 

 

（記載上の注意） 

１  次に掲げる注記表には、次に掲げる事項の記載を省略することができる。 

(1) 会計監査人設置会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第 11 号に規定する

会社をいう。以下同じ。）以外の株式会社（公開会社（会社法第２条第５号に規定

する会社をいう。以下同じ。）を除く。）又は持分会社（会社法第 575 条第１項に

規定する会社をいう。）の個別注記表 １及び３から 12 までに掲げる事項 

(2) 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 １、９及び 12 に掲げる事項 

(3) 会計監査人設置会社であって、会社法第 444 条第３項に規定するもの以外の株式

会社の個別注記表 ９に掲げる事項 
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改  正  案 現   行 

２・３ （略） 

４  重要な会計方針に係る事項に関する注記は、接続会計財務諸表の作成に当たって採

用する会計処理の原則及び手続（以下「会計方針」という。）に関する次に掲げる事

項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

(3) 引当金の計上基準 

(4) 収益及び費用の計上基準 

(5) その他接続会計財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 

（削る） 

 

 

 

 

５ 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公

正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項（重要性の乏しいも

のを除く。）とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあって

は、(4)イ及びウに掲げる事項を省略することができる。 

(1) 当該会計方針の変更の内容 

(2) 当該会計方針の変更の理由 

(3) 遡及適用（新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る接続会計財務

諸表に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。）をした

場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 

(4) 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合

には、次に掲げる事項（当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更（新たに入手可能

となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る接続会計財務諸表の作成

に当たってした会計上の見積り（接続会計財務諸表に表示すべき項目の金額に不確実性

がある場合において、接続会計財務諸表の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの

合理的な金額を算定することをいう。以下同じ。）を変更することをいう。以下同じ。）

と区別することが困難なときは、イに掲げる事項を除く。） 

ア 接続会計財務諸表の主な項目に対する影響額 

イ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理

由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期 

ウ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及

ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切である

ときは、当該事項 

２・３  （略） 

４ 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、接続会計財務諸表の作成のために採用

している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他接続会計財務諸表作成のため

の基本となる事項（以下「会計方針」という。）であって、次に掲げる事項（重要性

の乏しいものを除く。）とする。 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

(3) 引当金の計上基準 

(4) 収益及び費用の計上基準 

(5) その他接続会計財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 

(6) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

ア 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更

が接続会計財務諸表に与えている影響の内容 

イ 表示方法を変更したときは、その内容 
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改  正  案 現   行 

６ 表示方法（接続会計財務諸表の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同

じ。）の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥

当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項（重要性の乏しいものを

除く。）とする。 

(1) 当該表示方法の変更の内容 

(2) 当該表示方法の変更の理由 

７ 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に

掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

(1) 当該会計上の見積りの変更の内容 

(2) 当該会計上の見積りの変更の接続会計財務諸表の項目に対する影響額 

(3) 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響

を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項 

８ 誤謬
ごびゆう

の訂正（当該事業年度より前の事業年度に係る接続会計財務諸表における誤謬（意

図的であるかどうかにかかわらず、接続会計財務諸表の作成時に入手可能な情報を使用し

なかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。）を訂正した

と仮定して接続会計財務諸表を作成することをいう。）に関する注記は、誤謬
ごびゆう

の訂正をし

た場合における次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

(1) 当該誤謬
ごびゆう

の内容 

(2) 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 

９～20 （略） 

21 その他の注記は、３から 20 までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書によ

り会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～16 （略） 

17  その他の注記は、３から 16 までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書に

より会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 

 

 


